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空き家、空き地を有効活用しましょう
空き家バンクへの登録物件を募集しています

　町では、空き家や空き地を「売りたい・貸した
い」という方と「買いたい・借りたい」という方
の橋渡しを行っています。空き家バンクに登録し
ていただいた空き家・空き地は、町のホームペー
ジで紹介し、買い手・借り手となる方を幅広く募
ります。
　５月15日現在、29件成約しています。空き家・
空き地を「売りたい、貸したい」という方や、空
き家バンク登録に関する相談がある方は、ぜひ一

度ご連絡ください。
　また、物件をお探しの方は鹿部町空き家バンク
をご覧ください。

　　町空き家バンク（町ホームページ）▶

▼お問い合わせは、役場建設水道課建築係（０１
　３７２－７－５２９４）へ。

▼お申し込み・お問い合わせは、役場企画振興課広報広聴係(０１３７２－７－５２９７)へ。

建物解体の補助制度の内容が変更になりました
不良住宅除却支援事業補助制度を活用しませんか

　町では、空き家住宅（不良住宅）の解体費用の一
部を補助する「鹿部町不良住宅除却支援事業補助
制度」を実施しています。空き家住宅の解体を検
討している方は、本制度を利用してみてはいかが
でしょうか。

〇補助対象建物
　・町による事前調査で補助対象不良住宅と判定
された建物（不良住宅：鹿部町空家住宅不良度
判定表において評定が100点以上のもの）

　　※倉庫等は対象になりません
　・個人所有であり、１年以上の使用実績がない
こと

　・１年以内の建て替えを目的とした工事でない
こと

　・町内の解体業者等が実施する工事で、12月末
までに完了する工事であること

○補助対象者
　・町税等を滞納していない方
　・建物の所有者、相続人、またはこれらのすべ
ての対象者から委任を受けた方

〇補助額
　最大50万円

▼お問い合わせは、役場建設水道課建築係（０１
　３７２－７－５２９４）へ。

鹿部町内不法投棄等監視パトロール実施中 !!
～不法投棄・ポイ捨ては絶対にしないようにしましょう～
不法投棄をすると５年以下の拘禁刑か１千万円以下の罰金を科せられます(併科の場合あり)。

混ぜればごみ！分ければ資源！地球温暖化に
よる環境への負担などを減らすため、ごみの
分別・減量にご協力をお願いします。

【４月のゴミ回収量（一般ごみ）】
　全体　70．19ｔ
　　　　（昨年度同月回収量77．87ｔ 約9．8％減）
　内訳　焼却処分　　54．14ｔ
　　　　リサイクル　10．28ｔ
　　　　埋立処分　　  5．77ｔ
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訓練放送にご理解ご協力を
全国瞬時警報システム情報伝達訓練を実施します

　６月３日（水）午前11時頃、防災行政無線を用いた全国瞬時警報システム（Ｊ‐ＡＬＥＲＴ）の訓練放送
を実施します。皆さんに緊急情報を確実にお伝えするための訓練ですので、ご理解とご協力をお願いし
ます。訓練放送の内容は次のとおりです。

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）とは？
　緊急地震速報やミサイル発射などの武力攻撃に関する緊急情報など、対処に時間的余裕のない緊急情報
が消防庁から人工衛星を介して送信され、これを役場が受信し、防災行政無線(同報無線)や情報配信メー
ルを自動的に起動して放送、配信することにより、24時間体制で緊急情報を町民の皆さんにお知らせする
システムです。

　①「チャイム」　　　　　　　　　　　　　　　 ②「これは、Ｊアラートのテストです」×３回
　③「こちらは、ぼうさいしかべです」　　　　　 ④「チャイム」

有事情報

消防庁 鹿部町役場

緊急地震速報

▼お問い合わせは、役場総務・防災課防災・デジタル推進室（０１３７２－７－２１１１）へ。


